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原子炉主任技術者の職位の範囲の見直し 

 

補(1)2-1194



 

Ⅲ．炉主任の職務遂行に関する体制等の充実に向けた取り組みについて 

炉主任は、原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に、かつ 優先に行うことを任務とし、原

子炉施設の運転に関して保安上必要な場合は、所長を含めて運転に従事する者へ指示するなど、原

子炉施設の安全確保の観点で、従前より非常に重要な役割を担っているが、今後、その責任と役割

はより重要なものとなると認識している。また、炉主任の職務遂行に必要な知識と能力は、専門的

かつ全般的なものであり、これらを取得・向上させていくことは、個人レベルの資質向上に寄与

し、更に組織としてこのような資質を有する者を増やし、体制を強化することは、原子力発電所の

安全性の維持および更なる向上に向けて必要な取り組みであると考えている。 

今回の保安規定変更申請においては、新規制基準適合等の観点で、炉主任の選任や運用につい

て、兼任する職位および代行者の選任の範囲の見直しを行うべく、かかる検討を行ったものである

が、上記の認識のもと、今後の運用を通じて、炉主任の職務遂行に関する体制や職務遂行の形態な

らびに炉主任としての技術力の維持・向上なども含めて、更なる充実や改善を目指していくべきと

考えている。 

以下に、炉主任の職務遂行に関する体制等の充実に向けて、体制面ならびに能力面のそれぞれに

関する考え方と、それを具現化していくための取り組みについて、炉主任の育成計画としてまとめ

る。 

 

１．炉主任職務遂行に関する体制面 

炉主任としての職務は、原子力施設の運転に関する保安の監督であり、発電所において遂行さ

れるものである。このことから、日常的に発電所の状況を把握しやすい環境にある、発電所の要

員により遂行されることが望ましい。 

ただし、現状での炉主任資格保有者の配置状況を勘案した場合、直ちにこのあるべき姿に移行

することは困難であることから、炉主任職務遂行の観点で、発電所に勤務する者と同等のレベル

である本店マネジャーによる炉主任の代行の運用を行うが、本運用は、炉主任としての職務が、

発電所の要員により遂行される体制が構築されるまでの暫定的な運用とする。また、現状の運用

においては、炉主任の職務遂行形態として、他の職位を兼任する形態を採っているが、本運用は

実運用を行っていく中で、改善するべき点としての問題点や課題等がある場合には見直しを図る

こととしている。 

これらの見直しを行う際にも、炉主任としての知識と能力を有する要員を育成することなどが

必要であることから、後述するように炉主任の育成などについて、制度化を行い、あるべき体制

の構築に向けた取り組みを推進していく。 

 

２．炉主任職務遂行に関する能力面 

炉主任は、原子炉施設の運転に関して保安の監督を誠実に、かつ 優先に行うことを任務とし

ており、その任務は、原子力施設の安全性を網羅的・全体的に監督、指導する立場から、その専

門的かつ全般的な知識や能力に基づいて遂行されるものである。 

炉主任に与えられる任務やその役割からは、炉主任としての職務を遂行するにあたり、個人レ

ベルとして、必要な知識や能力が非常に重要であり、原子力発電所の安全性の維持および更なる

向上のためには、炉主任としての職務遂行のための知識や能力を維持・向上させることが一つの

大きな要素であると考え、それらに対する取り組みを推進していく。 

また、炉主任としての実務経験を通じて獲得・取得される能力については、それを明文化して
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4.2-2 

 
（２）サーベランス頻度 

a.サーベランス頻度の考え方 
サーベランスは、運転上の制限（以下、「ＬＣＯ」という。）が定義された機

器・系統の動作確認であり、サーベランスの結果、機器・系統について動作不

能と判断された場合、ＬＣＯを逸脱した際の要求される措置を、その措置を実

行するために許容される時間内に実施することが求められている。 
一方、機器の保全のための管理としては、保安規定に定める保守管理計画に

基づき実施される保守・点検（機器を健全に作動できることを担保するための

行為）でその機能は担保されている。保守管理計画では、事業者が定めた保全

計画に基づき機器・系統の点検、補修等の保全を実施し、点検・補修の結果の

確認・評価を行うこと等が定められている。保全計画の設定にあたっては、使

用実績や故障事例などの運転経験(メーカー推奨を含む)や使用環境、劣化モー

ド、故障モード、科学的知見を踏まえて設定される。この保全計画には、回転

機器について定期的な運転によることも規定している。 
サーベランスの実施は、ＬＣＯを満足しているかの確認であり、サーベラン

スの頻度を増やしても設備の健全性が向上することはないことから、サーベラ

ンス頻度と設備の健全性は、必ずしも直接的に関連するものではないが、上記

の考え方を踏まえ、サーベランスは保全計画に基づく定期的な運転頻度以内で

実施する。 
ＬＣＯを満足していることの確認は、これまでもサーベランスでの確認以外

でも巡視等により実施されており、例えば運転員、保修員による日常の巡視に

より設備の不具合が確認された場合は、サーベランスによる設備の健全性確認

にかかわらずＬＣＯからの逸脱を宣言し適切な処置を実施している。事業者は、

サーベランスによる確認のみに頼ることなく、運転巡視、発電用原子炉施設の

巡視および日常の保守点検によってもＬＣＯを満足していることを確認して

いる。 

 
b.重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 

新たに設定する重大事故等対処設備のサーベランスの実施においては、保全

計画に定める点検計画(例)の点検頻度以内に実施することを計画する。 
重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり、常設設備は系統に接続

されているか、容易に接続可能な状態となっており、可搬設備については系統

と切り離して保管された状態となっている。この可搬設備の保守管理計画に定

める点検計画(例)は、添付―１に示すとおりであり、サーベランスの運用管理

の観点から、当面これらの点検頻度から も短い 3 ヶ月毎を上限とする。常設

設備については、保守管理計画に定める点検計画(例)の点検・補修の実施頻度
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添付－１ 
可搬型のポンプ、電源設備（発電機）のサーベランス頻度について 

 
重大事故対処設備のうち可搬型のポンプ、電源設備（発電機）については、保守管

理計画に基づく各設備の定期的な運転状態確認を実施しており、この頻度はメーカー

推奨等に基づき適切に設定していることから、この頻度と同等以上の頻度でサーベラ

ンスを行うこととし、具体的には下表のとおり。（設定例） 

設備 
保守管理計画に基づく定

期的な運転頻度 
サーベランス頻度 

大容量ポンプ 3 ヶ月毎（動作確認） 
定検毎（性能確認） 

3 ヶ月毎（動作確認） 
定検毎（性能確認） 

可搬式代替低圧注水

ポンプ 
定検毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 

定検毎（性能確認） 

消防ポンプ 6 ヶ月毎※１（動作確認） 
1 年毎※１（性能確認） 

3 ヶ月毎（動作確認） 
1 年毎（性能確認） 

電源車 定検毎（動作・性能確認） 3 ヶ月毎（動作確認） 
定検毎（性能確認） 

※１：消防法等に基づく点検頻度 
消防ポンプは、消防法等に基づく可搬消防ポンプとしての汎用品を用いてい

る。消防法等に基づく「機器点検頻度」での定期運転は、可搬消防ポンプに

対する一般的な点検頻度であり、消防ポンプの健全性を確認する頻度として

適切である。なお、性能確認においては重大事故等の対応に必要な性能（流

量・圧力）を有しているかを確認している。 

 
サーベランス頻度の妥当性 

保守管理計画に基づき設定された定期的な運転頻度は、メーカー推奨値等を踏まえ

て適切に設定されており、更にこの頻度と同等以上の頻度でサーベランスを実施する

こと、および現場運用（図１参照）として効率的に実施可能な頻度として、”「3 ヶ月

毎（動作確認）」および「定検毎（又は 1 年毎）（性能確認）」”とすることで、プラン

トの安全性は維持できると考える。 
なお、これらの設備は、サーベランス時の起動確認以外にも、訓練に伴う設備運転

中の運転状況、発電用原子炉施設の巡視および日常の保守点検（週次、月次の外観点

検、バッテリー点検等）等において、運転上の制限に係る事象が発見された場合には、

運転上の制限を満足しているかの判断を速やかに行うこととしており、サーベランス

頻度を 3 ヶ月毎としても、早期の不具合発見が可能である。 

 
以上
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